
令和 5 年度 「中堅職員スキルアップ研修」 開催要項 

１．目  的 

本研修受講者として想定しているのは、介護・福祉サービスの第一線の担い手であると同時に「チームの中で仕事を保ち、

前進させる」役割を担う職員です。経験の積み重ねからできた自信とともに仕事をしながら、チームリーダーとして部下・後輩

を指導・育成していく役割を期待されている方を対象にしています。別途開催している「福祉職員キャリアパス対応生涯研修

【中堅職員コース】」の続編として、豊かな職業人生を歩むという考え方や、仕事がスムーズに進む現場が持っている力につい

て、講義と演習を通して学びます。福祉現場の第一線にいる職員が「専門性を高めることの価値と意味」や「組織の中で求

められる行動」を理解し実践に活かす意欲を持つことを目的に開催します。なお本研修は、昨年まで開催されてきた「中堅

職員スキルアップ研修Ⅰ・Ⅱ」の内容を 2 日間で集中して学んでいただけるよう効果的なプログラムに改編されたものです。 

 

２．主  催  社会福祉法人島根県社会福祉協議会（島根県福祉人材センター） 

 

３．期日・会場・定員 ※定員超過の場合、申込者数に対し受講人数を調整させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。 

期日 開催場所 定員 

令和 5 年 9 月 27 日（水）～28 日（木） 朱鷺会館（出雲市西新町 2 丁目 2456-4） 80 名 

４．対 象 者 

介護・福祉サービス事業所および社会福祉協議会に勤務する「中堅職員(福祉職場経験年数 3 年以上で、主任・係

長等の役割にない職員)」かつ、過去に「キャリアパス対応生涯研修【中堅職員コース】を修了しているもの」 

※上記に該当しない方で、受講を希望される場合は島根県福祉人材センターにご相談ください。 

※2 日間のプログラムすべてにご参加いただける方のご参加をお願いします。 

 

５．時間・内容・講師  ※昼食・休憩（60 分）をはさみます。 

時 間 内  容 

9:30~9:55 受 付 

9:55~10:00 開 会・オリエンテーション 

1 日目

（9/27）

10:00~16:30 

I. 基調講義 

○本研修のねらいと到達目標の確認、仕事をしている現役の社会人が学ぶことの意味 

○専門性を活かす社会人基礎力～組織で働く者が持つ「機能」「役割」「成長意欲」の理解 

II. 演習・講義「組織の中で働くことの意味を整理する」 

○組織で働くことの意味を整理する～職場の中核的存在として仕事を保ち、質を高めていく 

○チームワークには 3 つのステップがある～土台があるから上質なチームになれる 

III. 演習・講義「観察とフィードバックで“その気”にさせ、その先の“本気”に変えていく」 

○一生懸命、丁寧に働くことの意味～自分の仕事は誰かが見ている 

○「今のあなたに期待している行動の水準」を作る～成熟度をアセスメントする 

2 日目

（9/28）

9:00~15:00 

IV. 発表と講師コメント「人格ではなく行動をアセスメントする」 

  ○観察とフィードバックで部下・後輩の力を伸ばす～行動を要素に分解し観察する 

V. 講義・演習・ロールプレイ「指導の原則と現実～仕事の伝承とともに～」 

  ○“伝えたい仕事の急所”を言葉にし、伝わっているか関心を寄せる～仕事の成否を分けるもの 

VI. まとめ講義 

  ○自信をもって仕事ができるプロへ～チームの中核職員として自律的に行動する力をつけていく 

15:00～15:10 アンケート入力 



【講師】 社会福祉士 丹羽 勝 氏（株式会社エイデル研究所 人材育成支援部 主幹） 
現場リーダー層のための能力開発と個別指導、サービスの質を上げながら事業を推進する管理職への経営指導、事

業所の特性に合ったオーダーメイドの研修体系作りなどを推し進めている。本会ではキャリアパス対応生涯研修、現場力

向上をめざすＯＪＴ推進研修や業務の標準化研修、経営力向上のためのマネジメント研修などさまざまなテーマで多く

の実績を持ち、階層ごとに深掘りしていく研修は受講者から共感を得ている。 

６．受講申込方法及び受講決定等について 

（１）令和 5 年 8 月 28 日（月）までに、URL または QR コードを読み込んで申し込みください。 【申込み QR コード】 

島根県福祉人材センターホームページから URL をクリックして直接入力も可能です。 

  https://forms.gle/GbSYDqbgEzXrqu3R9 
 

 

（２）受講を決定した場合、令和 5 年 9 月上旬までに記載された送付先に決定通知を送付します。決定通知が届かな

い場合は、下記まで必ずご連絡ください。決定通知がない場合は、当日の受講受付ができません。 

（３）受講決定通知に合わせて受講料請求書を送付いたします。記載されている期限までに所定の方法により受講料を 

お振込みください（振込手数料はご負担ください）。 

島根県社会福祉協議会 会員：受講料１０，０００円／人 非会員：受講料１６，０００円／人 

（４）受講決定後の取り消しはご遠慮ください。やむを得ず受講取り消しされる場合は、令和 5 年 9 月 20 日(水)午後 

5 時までにご連絡いただいた場合に限り受講料を返金いたします。ただし、返金にかかる振込手数料はご負担いただ

きます。 

 

７．そ  の  他 

（１）昼食は各自でご準備ください。 

（２）会場では細かな室温調整は出来ませんので、衣服等で調節できるように予めご準備ください。 

（３）駐車場には限りがございますので、できるかぎり公共交通機関をご利用ください。 

（４）感染症に関する状況や、地震・台風等、やむを得ない事情により研修会を中止せざるを得ない場合には、受講申

込書に記載された FAX 番号あてに一斉にお知らせするとともに、島根県福祉人材センターホームページにも掲載しま

す。なお、研修当日の急な荒天等、実施の判断がつかない場合は、ホームページを確認の上、対応してください。 

（５）研修中の録音・録画は一切禁止とさせていただきます。 

（６）受講者の健康状態によっては、参加をご辞退頂く場合があります事を予めご了承ください。 

（７）感染症対策の一環として、マスク着用（持参）の上ご参加ください。 

 

８．お問い合わせ先・お申込み先 

  〒690－0011 松江市東津田町 1741 番地 3 いきいきプラザ島根２階 

島根県社会福祉協議会（島根県福祉人材センター）担当：原・永瀬 

TEL：0852-32-5975 FAX：0852-32-5956 HP：https://www.shimane-fjc.com/ 

 

９．会 場 案 内 

 《朱鷺会館》 出雲市新町 2 丁目 2456-4 番地 TEL 0853-24-9857 

   ◎ＪＲ西出雲駅南口から徒歩 10 分 ◎ＪＲ西出雲駅の南 500ｍ「しまね花の郷」隣 

受講者の皆様に関する個人情報は、研修の受講名簿・名札の作成、研修テキストや各種資料の送付、履修状況管理、研修終了後の履修証明書の発行等、
研修事業関連のみの目的で使用し、他の目的で使用することはありません。その管理については、島根県社会福祉協議会「個人情報保護規程」に基づき適切に
行い、無断で第三者に提供することはありません。 


